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第１章  総　　則

（目　　的）
第１条　　この規則は、東ソー日向株式会社（以下会社という）の再雇用社員の就業に関する事項について定めたものである。
②　この規則及びこの規則の付帯規程に定めた事項のほか、再雇用社員の就業に関する事項は、労働基準法およびその他の関係法令の定めるところによる。

（定　　義）
第２条　　この規則において再雇用社員とは、正社員で会社を定年退職した後に継続して第４条の定めに基づき再雇用された者をいう。

（遵守事項）
第３条　　会社及び再雇用社員は、この規則を誠実に遵守し、お互い誠意をもって履行しなければならない。


第２章  人　　　事

第１節  採　　　用

（採　　用）
第４条　　会社は、再雇用を希望する正社員の中から、会社が提示する労働条件（職務、労働条件、賃金等）において、就業意思と能力のある者を再雇用社員として雇用する。ただし、次のいずれかに該当する者は再雇用を認めない。
1.　精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、老衰もしくは疾病のため業務に耐えられないと会社が認めたとき
2.　勤務成績又は能率が著しく不良と会社が認めたとき
　　　
（更新基準）
第５条　　会社と再雇用社員との雇用契約期間は原則として１年以内とする。
②　会社は、再雇用社員との雇用契約が終了し本人が会社の提示する条件で契約更新を希望した場合、契約を更新する。ただし、次のいずれかに該当する者は契約の更新を認めない。
1.　 精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、老衰もしくは疾病のため業務に耐えられないと会社が認めたとき
2.　勤務成績又は能率が著しく不良と会社が認めたとき

（採用時における関係書類の提出）
第６条　　再雇用社員として採用される者は、次の書類を採用の１か月前に提出しなければならない。
1.　労働契約書
2.　誓約書
3.　その他会社が必要と認めたもの


第２節  休　　職

（休　　職）
第７条　　再雇用社員が、次の各号の一に該当したときは休職とする。
1.　諭旨退職または懲戒解雇に該当する疑があり、社内の規律維持上必要であると認められたとき
2.　育児休業を申し出て、会社が認めたとき
3.　介護休業を申し出て、会社が認めたとき
4.　会社の都合により社外の業務に従事するとき

（休職期間及び賃金の取扱い）
1. 前条の休職期間及び賃金の取扱いは次のとおりとする。
	休職事由
	休　職　期　間
	賃　金
	勤続年数

	第１号
	 懲戒に該当する疑がなくなった期日までの期間
 懲戒処分決定期日までの期間
	支給する
支給しない
	通算する
通算しない

	第２号
	 育児休業規程により別に定める
	支給しない
	通算しない

	第３号
	 介護休業規程により別に定める
	支給しない
	通算しない

	第４号
	 会社が必要と認めた期間
	都度決定する
	通算する



（復　　職）
第９条　　第７条により休職を命じられた者に対しては、次の各号の場合に復職を命ずる。
1.　第１号の場合は、懲戒に該当する疑がなくなったとき　
2.　第２号及び第３号は、休職の事由が解消したとき
3.　第４号の場合は、会社が復職を必要としたとき


第３節  退職及び解雇

（退　　職）
第10条　　再雇用社員が、次の各号の一に該当するときは退職とする。
1.　満65歳（誕生月の末日）に達したとき
2.　死亡したとき
3.　本人の都合により退職を届け出て会社の承認があったとき
4.　契約期間が満了し、契約を更新しなかったとき
5.　家事その他正当な事由による欠勤が２か月に達したとき
6.　諭旨退職処分に処せられたとき
7.　行方不明となり、その期間が継続１か月になったとき
②　前項第３号により退職しようとするときは、14日前に退職届を所属長に提出しなければならない。

（解　　雇）
第11条　　再雇用社員が、次の各号の一に該当するときは解雇する。
1.　身体または精神に障害があるか、または虚弱、老衰あるいは疾病のため業務に耐えられないと会社が認めたとき
2.　勤務成績または能率が著しく不良と会社が認めたとき
3.　業務上の傷病による療養のための休業期間が３年に至り、打切補償を受けたとき
4.　懲戒解雇処分に処せられたとき
5.　その他前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき


第３章  勤　　務

第１節  就業時間

（基準就業時間）
第12条　　労働時間は、１か月単位の変形労働時間制とし、毎月 1日から１か月を平均して週40時間以内とする。
②　基準就業時間は、就業日につき労働時間および休憩時間に分け次のとおりとする。
	勤  務  区  分
	始業時刻
	終業時刻
	休  憩  時  間

	常昼勤務者
	 8時20分
	17時00分
	12時00分から13時00分

	交替
勤務者
	３勤(1日目)
３勤(2･3日目)
１勤
２勤
	 0時30分
0時20分
 8時20分
16時20分
	 8時30分
8時30分
16時30分
 0時30分
	 3時00分から 4時00分
3時00分から 4時10分
12時00分から13時10分
19時00分から20時10分


③　前項の基準就業時間については、業務の都合によって変更することがある。
④　業務の都合により、１か月を通じ平均１週40時間を超えない範囲で特定の日に８時間、または特定の週に40時間を超えて就業させることがある。
⑤　第１項にかかわらず休憩時間は、作業の内容により各人ごとに与えることがある。

（勤務間インターバル）
第13条　　各人ごとに１日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも７．５時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。
②　前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。

（非常時の就業時間）
第14条　　災害その他に準ずるやむを得ない事由があるときは、前条の就業時間を変更または延長することがある。

（就業時間外の勤務における休憩時間）
第15条　　就業時間外の勤務が２時間以上にわたる場合は、２時間の途中に15分の休憩を与える。

（育児時間）
第16条　　生後１か年に満たない生児を育児する女子従業員が、あらかじめ必要時間を所属長に申し出たときは、１日２回、１回３０分の育児時間を就業時間中に所定の場所で与える。


第２節  勤務及び服務

（勤務の義務）
第17条　　再雇用社員は、休職、休日、休暇および勤務禁止の日を除く就業日の労働時間を完全に勤務しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する事由で所属上長の許可を得た場合は、その期間欠勤または遅刻、早退、離業することができる。
1.　公用のため官公署に出頭し、またはこれに準ずる事由による場合
2.　天災地変その他これに類する不可抗力の災害によって出勤することができない場合
3.　公民としての権利を行使し、または公共団体その他の公職についた者が公務を執行する場合
4.　傷病にかかり治療を要する場合、ただし業務外傷病による欠勤が５日以上におよんだときは、医師の診断書を提出しなければならない
5.　妊娠中及び出産後１年以内の女子再雇用社員が母子保護法の定める健康診査、保健指導を受けるとき
6.　妊娠中及び出産後１年以内の女子再雇用社員が医師または助産婦から男女雇用均等法第13条に基づく通勤緩和、休憩、その他の指導（欠勤の指導を除く）を受けたとき
7.　小学校就学前の子を養育する者が、始業時刻の繰り下げ、終業時刻の繰り上げ等の措置を受けたとき
8.  要介護状態の家族を有する嘱託者で介護休業を取得しない者が、始業時刻の繰り下げ、終業時刻の繰り上げ等の措置を受けたとき
9.　前各号のほかやむを得ない事由による場合
②　負傷疾病により１か月以上就業していない者が出勤しようとするときは、復職審議委員会を開催し、出勤の可否を決定する。

（基準外勤務）
第18条　　再雇用社員は、前条に定めるほか、会社が業務の都合で次の各号の勤務を命じたときは勤務しなければならない。
1.　休日の勤務
2.　休暇中の勤務
3.　就業時間外の勤務

（育児を行う再雇用社員の時間外勤務等の免除）
第19条　　別に定める「育児・介護休業等に関する規程」に定める。

（介護を行う再雇用社員の時間外勤務の免除）
第20条　　別に定める「育児・介護休業等に関する規程」に定める。

（育児・介護を行う者の就業制限）
第21条　　別に定める「育児・介護休業等に関する規程」に定める。

（妊産婦の就業制限）
第22条　　妊娠中及び産後１年を経過しない再雇用社員が申請した場合は、時間外勤務、休日勤務、深夜業（午後10時から午前5時）はさせない。

（休　　業）
第23条　　会社は事業の都合などにより、再雇用社員に休業を命ずることがある。

（勤務禁止・退場）
第24条　　次の各号の一に該当する者に対しては、会社はその勤務を禁止し、または会社外に退場を命ずることがある。
1.　秩序をみだすような服装をしている者
2.  業務に必要でない火気、凶器その他危険と思われるものを持っている者
3.　酒気を帯びている者
4.　正当な理由なく１時間以上遅刻した者
5.　その他業務に支障を与えるおそれのある者

（勤務禁止の場合）
第25条　　休職または休業を命じられた者および勤務を禁止された者は、その間勤務に就くことができない。

（配置転換および出張）
第26条　　会社は、業務の都合により再雇用社員に対して配置転換または出張を命じることがある。

（二重就業禁止）
第27条　　再雇用社員は、在籍のまま他の職業に従事することはできない。ただし、会社の承認を得た場合はこの限りではない。

（許可を要する事項）
第28条　　再雇用社員は、会社の許可を得てからでなければ、次の各号に定めることをしてはならない。
1.  社品を社外に持ち出し、または会社の命ずる用途以外に使用すること
2.　勤務以外のために会社の施設を使用すること
3.　会社の構内および施設内において政治および宗教を目的とした活動を行うこと
4.　会社の構内および施設内において、業務に関係のない文書を一般に配布し、または掲示すること

（秘密保持）
第29条　　再雇用社員は、業務上の秘密または未決の事項を他にもらしてはならない。
②　再雇用社員は、業務上知り得た個人情報を社外に漏らしてはならない。

（遵守事項）
第30条　　再雇用社員は、次の各号を守らなければならない。
1.  職場秩序を厳正にし、職場の整理、整頓、清潔を保持すること
2.　ハラスメント行為を行わないこと
3.　勤務中は、みだりに職場を離れないこと
4.　常に健康に留意し、健全な労働力を提供すること
5.　自己の業務上の権限を越えて、専断的なことを行わないこと
6.　常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけないこと
7.　会社の車輌、機械、節約に努め、製品および書類は丁寧に取扱いその保管を厳にすること
8.　危険および事故予防に綿密な注意を払うこと
9.　火気の取扱いには充分注意すること
10.　始業、終業時間を厳守し、所定始業時刻までに作業ができるようにしていること
11.　その他会社が定めた遵守事項
②　前項第２号のハラスメントの詳細については、「ハラスメント防止規程」に定める。

（物品の検査）
第31条　　再雇用社員は、会社が正常な秩序維持のため、入場および退場に際して物品の検査をする場合、これに協力しなければならない。

（就業時間を定めない者）
第32条　　監督もしくは管理の地位にある者及び勤務の内容によって就業時間を定めることが不適当と認められる者については、就業時間を定めない。
②　前項に規定する者については、就業時間に関する規定を除くほかすべてこの規則の適用を受けるものとする。

（面　　会）
第33条　　再雇用社員は、休憩時間以外に私的面会を行うことができない。ただし、会社がやむを得ないと判断し、許可を与えた場合はこの限りでない。
②　前項の場合の面会は、会社の指定した場所で行うとともに、面会時間も最小限とする。


第４章　休日および休暇

（休　　日）
第34条　　休日、休暇については、 別に定める「休日・休暇規程」による。


第５章  給　　与

（賃　　金）
第35条　　再雇用社員に対する賃金については、別に定める。

（退職餞別金）
第36条　　再雇用社員に対する退職餞別金については、別に定める。


第６章  安全衛生および災害補償

（安全衛生）
第37条　　再雇用社員は、労働安全衛生法および社内の安全衛生に関して定められた諸事項を遵守するとともに、会社の指示に従い、互いに協力して災害の未然防止に努めなければならない。
②　再雇用社員は、災害を防止するため次の事項を守らなければならない。
1.  常に作業場の整理整頓に努め、特に通路、非常用出入口および防火設備のある箇所に物品を置かぬこと
2.  安全装置、消火設備、衛生設備その他危険防止のための諸施設を許可なく除去、変更またはその効力を失わせるような行為をしないこと
3.　危険物、有害物を取扱う場合は、マニュアルに基づき細心の注意を払うこと
4.　危険防止のために定められた作業服、帽子、靴およびその他保護具の着用、又は使用を怠らないこと
5.　作業の前後には、使用装置、機械器具の点検を行い、又は作業中は定められた作業動作、手順方法を厳守すること
6.　定められた場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと
7.　火気、電気、水道、ガス等を使用した者は、必ずその後始末を確認すること
8.　常に作業場は清潔に努め、廃棄物は定められた場所以外に捨てないこと
9.　その他各号に準ずる行為はしないこと
③　再雇用社員は、災害を発見し、又はその危険のあることを知ったときは、臨機の措置をとり被害を最小限に止めるよう努めなければならない

（健康診断）
第38条　　会社は、再雇用社員に対し採用時及び毎年定期に健康診断を実施する。
②　前項に定める場合の外、法令の定めるところに従い必要な健康診断を行う。
③　健康診断の結果、特に必要あると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、又は職場を転換することがある。
④　再雇用社員は、会社が実施する健康診断を受けなければならない。

（病者の就業禁止）
第39条　　再雇用社員が、次の一に該当する場合は就業を禁止する。
1.  病毒伝播のおそれのある伝染性疾病にかかったとき
2.  精神障害のため、現に自身を傷つけ、又は他人に害をおよぼすおそれのあるとき
3.　心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるとき
4.　前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかったとき
           
（災害補償）
第40条　　再雇用社員が、業務の事由により負傷し、又は疾病にかかり、もしくは死亡したときは、労働基準法、労働者災害補償保険法の定めるところによりその療養等に必要な給付を受けることができる。
②　会社は、業務災害について、労働者災害補償保険法に定める給付のほか、別に定める附加給付を行う。


第７章　表彰・懲戒

（表　　彰）
第41条　　会社は、次の各号の一に該当する再雇用社員を審査のうえ表彰する。
1.　人物、技能および勤務が優秀で、一般の模範となる者
2.　災害を未然に防ぎ、又は非常の際に特に功労のあった者
3.　業務上有益な発明、改良又は工夫考案もしくは業務改善提案をし、あるいは利益となる重大な事項を建策報告した者
4.　国家的又は社会的功績があり、再雇用社員の名誉となるような行為のあった者
5.　その他各号に準ずる行為があった者
②　会社は表彰に関する事項について、審査を目的としてほう賞懲戒委員会を設ける。
③　ほう賞懲戒委員会については、別に定める｢ほう賞懲戒委員会規程｣による。

（表彰の種類）
第42条　　前条の表彰は賞状を授与し、その程度により次の各号をあわせ行うことがある。
1.　賞品授与
2.　賞金授与

（懲　　戒）
第43条　　再雇用社員が、会社の定める諸規則、諸規程に違反した場合は次条に定める懲戒を行う。

（懲戒の種類）
第44条　　懲戒は、けん責、減給、出勤停止、諭旨退職および懲戒解雇の５種類とし、それぞれ次の各号に定める処分を行う。
1.　けん責は、始末書を提出させ、将来を戒める。
2.　減給は、始末書を提出させ、法令の認める範囲で賃金を減額する。
3.　出勤停止は、始末書を提出させ、30日以内の勤務を禁止する。
4.　諭旨退職は、退職願いの提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とする。
5.　懲戒解雇は、即時解雇する。ただし、行政官庁の認定を得る。

（懲戒の決定）
第45条　　懲戒は、第44条ないし第47条に定めるところによってその種類を決定する。
②　次の各号の一に該当する場合は、懲戒を減免または加重する。
1.　情状酌量を相当と認められる場合、懲戒を減免する。
2.　過去において懲戒に該当する行為があった場合、又は２つ以上の懲戒に該当する行為について処分される場合、懲戒を加重する。
③　ほう賞懲戒委員会については、別に定める｢ほう賞懲戒委員会規程｣による。

（）
第46条　　次の各号の一に該当する行為をしたときは、けん責に処する。
1.　職場秩序をみだすようなことをしたとき
2.  会社の許可を得ないで社品を社外に持出したとき
3.　会社の許可を得ないで会社の構内又は施設内において、政治又は宗教を目的とした活動をしたとき
4.　正当な事由なくして上長の命令に従わなかったとき
5.  職権を濫用したとき
6.  職務怠慢によって業務に支障をきたし、又は会社に損害を与えたとき
7.　正規の手続を経ない遅刻、早退、離業が重なるとき
8.　ハラスメント防止規程第３条に掲げる禁止行為に該当する行為をしたと認められたとき
9.　前各号に掲げるほか、この規則その他服務上守るべき事項に違反したとき
10.　前各号に掲げる行為を教唆したとき
11.　第46条第１号ないし第11号に掲げる行為のほう助、又は未遂があったとき

（減給・出勤停止）
第47条　　次の各号の一に該当する行為をしたときは、その行為の軽重によって減給又は出勤停止に処する。
1.　前条各号の行為で、その程度が重いとき
2.　故意又は重大な過失によって業務に支障をきたし、又は会社に損害を与えたとき
3.　会社の体面にかかわるような行為をしたとき
4.　本人の故意または重大な過失により道路交通法等に違反して交通事故を起し、人的または物的な損害を与えたとき
5.　業務上の秘密を他にもらしたとき、又は会社の秘密を社外にもらしたとき
6.　会社に不利益をきたすような行為をしたとき
7.　業務に関して、不当に金品その他の利益を得たとき
8.　業務を妨害したとき。
9.　安全に関する規則に違反して事故をおこしたとき
10.　正規の手続を経ない欠勤が重なるとき
11.　その他各号に準ずる行為があったとき
12.　前各号に掲げる行為を教唆したとき
13.　第47条第１号から第11号に掲げる行為のほう助、または未遂があったとき

（諭旨退職・懲戒解雇）
第48条　　次の各号の一に該当する行為をしたときは、その行為の軽重によって論旨退職または懲戒解雇に処する。
1.　前条各号でその程度が重いとき、又は第44条各号の行為でその程度が極めて重いとき
2.　重要な経歴を偽り、その他不正の方法を用いて採用されたとき
3.　会社に在籍のまま他に就職したとき
4.　業務上知り得た個人情報を故意に社外に漏らし、又は漏らそうとしたとき
5.  会社の秘密を社外にもらし、これによって金品その他の利益を得たとき
6.　会社に財産上の損害を与える行為によって、不法に金品その他の利益を得たとき
7.　会社の名誉を汚し、その他会社に不利益をきたすような行為によって利益を得たとき
8.　刑罰法規にふれるような行為をして会社に損害を与え、又は著しく会社の体面を汚したとき
9.　会社の従業員に暴行、脅迫を加えたとき、または業務を妨害する目的で、暴行、脅迫、欺もうその他これに準ずる行為をしたとき
10.　正規の手続を経ない欠勤が引続き７日以上におよんだとき
11.  その他前号に準ずる行為があったとき
12.　前各号に掲げる行為を教唆したとき

（）
第49条　　再雇用社員が懲戒を受けたときは、その所属上長（所属上長のほかに上長があるときは、その上長も含む）を責任者として懲戒する。ただし、その所属上長またはその上長が、その防止に必要な措置を講じた場合、又はその措置を講じなかった場合でも、それがやむを得ないと認められるときはこの限りでない。
②　前項の懲戒の種類は、その責任の軽重によって決定する。

（懲戒の公表）
第50条　　再雇用社員を懲戒したときは公表する。

（損害賠償）
第51条　　再雇用社員が、故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合で、その損害の全部又は一部について会社が賠償を命じたときは賠償しなければならない。


第８章　福利厚生

（）
第52条　　再雇用社員および家族に慶弔があったときは、別に定める慶弔金規程により慶弔金を贈与する。

（業務外傷病扶助）
第53条　　再雇用社員が業務外の事由により負傷しまたは疾病にかかり、もしくは死亡したときは、次により扶助を受けるものとする。
1.  通勤時による場合で、労働者災害補償保険法で取扱われるときは、それにより扶助を受けるものとする。
2.　前号以外のときは、健康保険法または厚生年金保険法により受けるものとする。
②　前項第１号による通勤災害については、労働者災害補償保険法に定める給付のほか、別に定める見舞金を支給する。


付　　則

第１条　　この規則は、2006年４月１日から施行する。
　
　（一部改正の沿革）
　　　　　　　2007年 3月16日
　　　　　　　2008年11月16日
　　　　　　　2009年 3月16日
　　　　　　　2010年 3月16日
2011年 3月16日
2012年11月 1日
2013年 3月16日
2016年 4月 1日
2017年 3月16日
2019年 3月16日
2020年 3月16日
2022年10月 1日
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